
 

 

 

臨手様式第1号 

日本工業規格B列5番  

漁業離職者求職手帳発給申請書 

  漁業離職者求職手帳の発給を受けたいので、下記により申請します。 

    昭和  年  月  日 

申請者氏名        印  

                      運輸局長    殿 

記 

① 
ふり
がな 
氏名 

  ② 
生年
月日 

明 
大  年 月 日 
昭 

③
性
別 

男・女 

④住 所 郵便番号          電話番号       

漁 業 者 名 
(事業主名) 漁 業 名 就 業 期 間 

    年 月 日から 年 月 日まで  

    年 月 日から 年 月 日まで  

    年 月 日から 年 月 日まで  

    年 月 日から 年 月 日まで  

    年 月 日から 年 月 日まで  

    年 月 日から 年 月 日まで  

    年 月 日から 年 月 日まで  

    年 月 日から 年 月 日まで  

⑤ 

離
職
前
二
年
間
に
お
け
る
職
歴 

その期間中の主
たる職種 

    

    年 月 日から 年 月 日まで  ⑥ 
その後
の職歴     年 月 日から 年 月 日まで  

⑦ 今までに漁業離職者求職手帳の発給を受けたことが 有・無 

発給を受け
た地方運輸
局名等 

運 輸 局 
公共職業安定所 

発
給
状
況

 

職
者
求
職
手
帳 

過
去
の
漁
業
離 失効年月日 昭和 年 月 日 

失
効
理
由 

1 就職による。 
2 その他 

備

考 

  

 ※ 必ず裏の注意事項を読んで記入してください。 



 

 

 記入上の注意 

  1 ⑤欄は離職前2年間における職歴を、離職日に近いものから順に記入すること。こ

の場合において同一漁業者の下において2以上の異つた業種の漁業に従事していた者

については、その従事した漁業ごとに新しいものから順に記入すること。 

  2 ⑤欄中「漁業名」の項は、漁業に従事した期間についてはその従事した漁業の名

称を、例えば「母船式捕鯨業」、「中型さけ・ます流し網漁業」というように記入

し、漁業に従事せず船員(予備船員を含む。)として雇用されていた期間について

は、「船員」と記入すること。 

  3 ⑥欄は、漁船の隻数の縮減に係る漁業者を離職した後に新たに就職し、再び離職

した者のみが記入すること。 

  4 ⑦欄は、今までに地方運輸局長又は公共職業安定所長から手帳の発給を受けたこ

とが有る者のみが記入すること。 

  5 備考欄には、船員保険法に基づく失業保険金又は雇用保険法に基づく基本手当の

支給を受けているか、あるいは受けることができる場合は、その旨を記入するこ

と。 

 



  臨
手
 
様
式
第
2号
 

(日
本
工
業
規
格
B列
4番
) 
 

漁
業
離
職
者
離
職
証
明
書
 

①
 
氏
名
 
 
 

②
 
生

年
月

日
 
明
 
大
 
昭
 

 
 
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
生
 

(離
職
時
の
年
齢
 
 
歳
) 

 
 

④
 
性

別
 

男
 
 
 
・
 
 
 
女
 

③
 
住
所
 
 
 

⑤
 
船
員
保
険
被
保
険
者
番
号
 

第
 
 
 
 
 
 
 
号
 

⑥
 
就
職
年
月
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
⑧
 
船
員
保
険
の
失
業
保
険
金
の

受
給
資
格
 

有
 
 
 
・
 
 
 
無
 

⑦
 
離
職
年
月
日
 

年
 
 
 
月
 
 
 
日
 
⑨
 
離
職
時
の
職
種
 
 
 

離 職 者 及 び 離 職 の 状 況 

等 

離 職 理 由 

⑩ 

1 
理
由
(具
体
的
に
) 

2 
漁
船
の
隻
数
の
縮
減
を
実
施
し
た
(す
る
予
定
の
)日
 
(返
納
、
廃
業
届
、
失
効
通
知
、
誓
約
書
) 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
 

⑪
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
離
職
前
2～
4年
間
に
お
け
る
漁
業
従
事
状
況
 

期
間
 

漁
船
名
 

漁
業
名
 

職
種
 

期
間
 

漁
船
名
 

漁
業
名
 

職
種
 

年
 
月
 
日
～
年
 
月
 
日
 
 
 

 
 

 
 

年
 
月
 
日
～
年
 
月
 
日
 
 
 

 
 

 
 

・
 
・
 
・
～
・
 
・
 
・
 
 
 

 
 

 
 

・
 
・
 
・
～
・
 
・
 
・
 
 
 

 
 

 
 

・
 
・
 
・
～
・
 
・
 
・
 
 
 

 
 

 
 

・
 
・
 
・
～
・
 
・
 
・
 
 
 

 
 

 
 

・
 
・
 
・
～
・
 
・
 
・
 
 
 

 
 

 
 

・
 
・
 
・
～
・
 
・
 
・
 
 
 

 
 

 
 

・
 
・
 
・
～
・
 
・
 
・
 
 
 

 
 

 
 

・
 
・
 
・
～
・
 
・
 
・
 
 
 

 
 

 
 

⑫
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
離
職
前
の
資
金
の
支
払
状
況
等
 



  イ
船
員
保
険
の
被
保
険
者
の
場
合
 
離
職
し
た
月
前
2か
月
間
の
船
員
保
険

の
標
準
報
酬
日
額
の
平
均
額
 

円
 
船
員
保
険
法
第
33
条
の
19
第
1項
か
つ
こ
書

に
該
当
す
る
場
合
の
標
準
報
酬
日
額
 

円
 

(ロ
) 

賃
金

額
 

賃
金

額
 

賃
金
支
払
対
象
期
間
 

基
礎
日
数
 

A 
B 

計
 

賃
金
支
払
対
象
期
間
 

基
礎
日
数
 

A 
B 

計
 

月
 
日
 
～
 
離
職
日
 

日
 

円
 

円
 

円
 
月
 
日
 
～
 
月
 
日
 

日
 

円
 

円
 

円
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 

月
 
日
 
～
 
月
 
日
 

 
 

 
 

 
 

 
 

年
月
日
 

・
 
 
 
 
・
 
・
 
 
 
 
・
 
・
 
 
 
 
・
 
・
 
 
 
 
・
 
・
 
 
 
 
 
 
・
 

( 過 去 一 年 間 の 賃 金)

船 員 保 険 の 被 保 険 者 以 外 の 場 合 

3月
を
超
え
る
期
間
毎
に
支
払

わ
れ
る
賃
金
及
び
臨
時
の
賃
金
 
金

額
 

円
 

円
 

円
 

円
 

円
 

 
上
記
の
と
お
り
証
明
す
る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(事
業
主
氏
名
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
 
 
昭
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(事
業
主
氏
名
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

 
 
上
記
の
記
載
は
相
違
な
い
と
認
め
る
。
 

 
 
 
昭
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(離
職
者
氏
名
) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
印
 

※
 

※
給
付
基
礎
日
額

算
定
基
礎
日
額
 

円
 
※
 
 
給
付
基
準
日
額
 

円
 

 
注
 
1 
⑩
欄
中
2に
つ
い
て
は
、
該
当
す
る
も
の
を
○
で
囲
む
こ
と
。
 

 
 
 
2 
⑩
欄
中
2及
び
⑪
欄
は
、
母
船
式
捕
鯨
業
、
母
船
式
底
び
き
網
漁
業
(母
船
の
み
)、
母
船
式
さ
け
・
ま
す
漁
業
(母
船
の
み
)及
び
西
部
ベ
ー
リ
ン
グ
海
ず
わ

い
が
に
漁
業
に
従
事
し
て
い
た
者
に
つ
い
て
は
、
記
入
す
る
必
要
が
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
3 
母
船
式
さ
け
・
ま
す
事
業
員
に
つ
い
て
は
、
⑪
欄
は
離
職
前
4年
間
と
す
る
。
 

 
 
 
4 
⑫
欄
は
、
離
職
者
が
離
職
日
の
前
日
に
お
い
て
船
員
保
険
者
で
あ
つ
た
場
合
は
イ
欄
に
、
そ
れ
以
外
の
場
合
は
ロ
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
所
定
の
事
項
を
記
入
す
る

こ
と
。
 

 
 
 
5 
⑫
の
ロ
欄
に
記
入
す
る
者
に
つ
い
て
は
A
に
は
月
・
週
等
を
単
位
と
す
る
賃
金
(役
員
手
当
等
役
員
と
し
て
受
け
た
報
酬
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
)を
、
B
に

は
時
間
・
日
・
出
来
高
・
歩
合
等
を
単
位
と
す
る
賃
金
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
6 
家
族
従
業
者
及
び
雇
用
労
働
者
の
身
分
を
有
し
な
い
漁
業
者
の
役
員
で
あ
る
離
職
者
に
つ
い
て
は
⑫
欄
の
記
入
は
必
要
で
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
 
ま
た
、
漁
船
の
隻
数
の
縮
減
に
係
る
漁
業
者
以
外
の
漁
業
者
に
つ
い
て
は
、
⑤
、
③
、
⑩
及
び
⑫
欄
の
記
入
は
必
要
で
な
い
こ
と
。
 

 
 
 
7 
※
印
欄
に
は
記
入
し
な
い
こ
と
。



 

 

臨手 様式第3号 

 

日本工業規格B列4番   

 

共同配乗(雇用)証明書 

 

昭和  年  月  日   

 

 私共は、    漁業を営むに際して、漁船員を配乗(雇用)する場合には、相互に、所

属漁船の操業期間、所属船員の構成等について協力し合つて、共同配乗(雇用)を行つてい

ることに相違ありません。 

 

減船漁業者名(甲)        印   

 

漁 業 者 名(乙)        印   

 

 以上のことについて相違ないことを証明します。 

 

甲に係る船員代表者名        印   

 

乙に係る船員代表者名        印   

 

漁業に係る漁業者団体の長等の氏名       

 

印   

 

 注 1 漁業名は、政令に掲げる減船が実施された特定漁業名を記入すること。 

   2 減船漁業者とは、特定漁業に従事していた漁船の減船を実施した者をいう。 

   3 漁業者とは、漁業離職者が発生することとなつた漁業の事業主をいう。 

   4 船員代表者とは、(甲)又は(乙)に現に雇用されており、船長漁撈長又はこれに

準ずる者をいう。 



 

 

臨手 様式第4号 

(表 紙) 

  七・七センチメートル→   

十
二
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル 

   漁業離職者 

   求 職 手 帳 
 
 
 
 
 
 
 
 
         運 輸 省 

 
(第1頁(表紙の裏)) (第2頁) 

    
割印 

  

  
訓練待期手当等
支 給 番 号 

番 号   

……………………号 

   

  
ふりがな 
氏 名 

  

  

  

割

印 

 

  

生 年 月 日 性別 

 

ベ
ス
ト
半
載
写
真 

   

明治 
大正 年 月 日 
昭和 

男・女 

 

  
  

  就職指導担当官 

 

住 所   

 

地 方 運 輸 局 名 
公共職業安定所名 

ふりがな 
氏 名   

    
 定 期
出頭日 

昭和 年 月 日から始まる
4週間目の 

曜日  曜日  曜日 

 
    

 

    

  

  

(1) 
 発給年月日 昭和  年  月  日 

 有 効 期 限 昭和  年  月  日 



   

(第
3
頁
) 

(第
4
頁
) 

 
 

 
 

 
(職

歴
) 

 
(職
業
訓
練
) 

 
 

指
示
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

事
業
所
 名

称
 

所
在
地
  
 

訓
練
(講
習
)施
設
名
 
 
 

離
職
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

訓
練

職
種
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(昼
・
夜
) 

事 業 所  

離 職 し た 

職
種

等
 
 
 

入
所
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

名
称
  
 

訓
練

期
間
 
 
 

事
業
所
 所
在
地
  
 

終
了
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

就
職
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

技
能
習
得
手
当
の
額
 
 
日
額
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
円
 

離
職
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
年
 
 
月
 
 
日
 

 
(訓
練
待
期
手
当
) 

最 近 の 職 歴 

職
種

等
 
 
 

支
給
開
始
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
(船
員
失
業
保
険
・
雇
用
保
険
) 

期
間
満
了
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

受
給
資
格
決
定
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

支
払

日
 
 
 

受
給
期
間
満
了
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

手
当
の
日
額
 

円
 

所
定
給
付
日
数
 
 
 

改
正
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

円
 

延
長
給
付
日
数
 
 
 

改
正
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

円
 

受
給
終
了
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

(就
職
活
動
手
当
) 

円
 

失
業
保
険
金
(傷
病
給
付
金
) 

円
 

 
(就
職
促
進
手
当
) 

基
本
手
当
(傷
病
手
当
) 

円
 

支
給
開
始
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
 

期
間
満
了
年
月
日
 
 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

 
(船
員
保
険
法
に
よ
る
傷
病
手
当
金
等
) 

支
払

日
 
 
 

給
付
の
名
称
 

給
付

期
間
 

手
当
の
日
額
 

円
 

 
 

 
昭
和
 
年
 
月
 
日
 
～
 
昭
和
 
年
 
月
 
日
 

改
正
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

円
 

 

 
 

 
昭
和
 
年
 
月
 
日
 
～
 
昭
和
 
年
 
月
 
日
 

 
 

改
正
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 

円
  

(3
) 

(4
) 

 



   

(第
5頁
) 

(第
6頁
～
第
10
頁
) 

 
 

 
 

就
職
指
導
及
び
訓
練
待
期
手
当
等
支
給
の
状
況
 

月
日
 

記
事
 

確
認
印
 

月
日
 

記
事
 

確
認

印
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

(5
) 

(6
) 



 

 

(第11頁及び第12頁) 

  

予 備 欄 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

  



   

(第
13
頁
) 

(第
14
頁
) 

注
意

事
項
 

1 
就
職
指
導
を
受
け
る
と
き
及
び
訓
練
待
期
手
当
又
は
就
職
促
進
手
当
の
支
給

を
受
け
る
と
き
は
、
こ
の
手
帳
を
提
出
し
て
下
さ
い
。
 

2 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
(1
)及
び
(2
)に
つ
い
て
は
事
実
の
あ

つ
た
後
の
最
初
の
出
頭
日
ま
で
に
、
(3
)に
つ
い
て
は
事
実
の
あ
つ
た
後
の
最
初

の
支
払
日
ま
で
に
そ
の
旨
を
届
け
出
て
下
さ
い
。
 

 
(1
) 
氏
名
又
は
住
所
に
変
更
が
あ
つ
た
と
き
。
 

 
(2
) 
就
職
し
た
と
き
。
 

 
(3
) 
訓
練
待
期
手
当
又
は
就
職
促
進
手
当
の
支
給
を
受
け
て
い
る
期
間
中
に

就
職
、
内
職
等
に
よ
り
収
入
が
あ
つ
た
と
き
。
 

3 
地
方
運
輸
局
長
又
は
公
共
職
業
安
定
所
長
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と

認
め
た
と
き
は
、
手
帳
は
失
効
し
、
就
職
指
導
及
び
訓
練
待
期
手
当
又
は
就
職

促
進
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
 

 
(1
) 
労
働
の
意
思
又
は
能
力
を
有
し
な
く
な
つ
た
と
き
。
 

 
(2
) 
新
た
に
安
定
し
た
職
業
に
つ
い
た
と
き
。
 

 
(3
) 
正
当
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
就
職
指
導
を
2度
受
け
な
か
つ

た
と
き
。
 

 
(4
) 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
訓
練
待
期
手
当
、
就
職
促
進
手
当
、

技
能
習
得
手
当
、
そ
の
他
の
給
付
金
若
し
く
は
船
員
保
険
の
失
業
保
険
金

等
の
支
給
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。
 

4 
正
当
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
出
頭
日
に
出
頭
し
な
い
と
き
は
、

訓
練
待
期
手
当
又
は
就
職
促
進
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

5 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
起
算
し
て
1月
間
は
、
訓

練
待
期
手
当
又
は
就
職
促
進
手
当
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
 

 
(1
) 
正
当
な
理
由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
方
運
輸
局
長
又
は
公
共
職

業
安
定
所
の
紹
介
す
る
職
業
に
つ
く
こ
と
を
拒
ん
だ
と
き
。
 

 
(2
) 
再
就
職
の
促
進
に
関
す
る
地
方
運
輸
局
長
又
は
公
共
職
業
安
定
所
長
の

指
示
に
従
わ
な
か
つ
た
と
き
。
 

6 
手
帳
の
有
効
期
限
が
経
過
し
た
と
き
及
び
前
記
3に
よ
り
手
帳
が
失
効
し
た
と

き
は
、
速
や
か
に
手
帳
を
返
納
し
て
下
さ
い
。
 

7 
こ
の
手
帳
を
紛
失
し
た
と
き
及
び
き
損
し
て
用
に
た
え
な
く
な
つ
た
と
き

は
、
速
や
か
に
再
交
付
を
受
け
て
下
さ
い
。
 

8 
訓
練
待
期
手
当
又
は
就
職
促
進
手
当
の
支
給
又
は
返
還
に
関
す
る
処
分
に
不

服
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
処
分
の
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
60
日
以
内
に
運
輸
大
臣
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
 

―
13
―
 

―
14
―
 



  臨
手
様
式
第
5号
 

日
本
工
業
規
格
B列
4番
 
 

漁
業
離
職
者
求
職
手
帳
発
給
台
帳
 
 
 
 
 
 
 
手
帳
発
給
番
号
 

号
 
 

 
 

 
 

漁
業
離
職
者
求
職
手
帳
発
給
申
請
受
理
年
月
日
 

 
昭
和
 
 
 
年
 
 
 
月
 
 
 
日
 

3c
m 

 
 

ふ
り
が
な
 

氏
名
 

 
 

生
年

月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 
 
性 別 

男
・
女
 

 
  
 

住
所
 

郵
便
番
号
 
 
 
 
電
話
 
 
 
 
 
 

割
印
 
 
 

 
船
員
失
業
保
険
金
支
給
番
号
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

 
 

 
雇
用
保
険
基
本
手
当
支
給
番
号
 
 
 
 
第
 
 
 
 
 
号
 

発 給 根 拠 条 項 

国
際
協
定
の
締
結
等
に

伴
う
漁
業
離
職
者
に
関

す
る
臨
時
措
置
法
 

 
第
 
4 
条
 

 
 

 
 

 

  4c
m 

写 真 

 
 

 
 

 
 

就
職
指
導
担
当
官
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

手
帳

発
給

関
係
 

扶
養

親
族
 

発
給
年
月
日
 
 
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

割
印
 
 
 

受
領
印
 
 
 

氏
名
 
性
別
 
続
柄
 
年
齢
 
就
業
の
有
無
 
有
効
期
間
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
か
ら
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
ま
で
 
 

年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
ま
で
 
 

 
 

男
女
  
 
 
 

有
 
 
無
 

年
 
 
月
 
 
日
 
割
印
 
 
 

受
領
印
 
 
 

理
由
 
滅
失
・
き
損
 

 
 

男
女
  
 
 
 

有
 
 
無
 
再
交
付
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 
割
印
 
 
 

受
領
印
 
 
 

理
由
 
滅
失
・
き
損
 

 
 

男
女
  
 
 
 

有
 
 
無
 
公
共
職
業
安
定
所

へ
移
管
 

年
 
 
月
 
 
日
 移

管
先

公
共
職
業
安
定
所
名
  
 

 
 

男
女
  
 
 
 

有
 
 
無
 

失
効
通
知
年
月
日
  
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 
 

男
女
  
 
 
 

有
 
 
無
 
失
効
年
月
日
 

年
 
 
月
 
 
日
 返

納
年
月
日
  
 
 
 
年
 
 
 
 
月
 
 
 
 
日
 

 
 

男
女
  
 
 
 

有
 
 
無
 

(具
体
的
に
) 

 
 

男
女
  
 
 
 

有
 
 
無
 
失
効
理
由
  
(根
拠
条
項
) 
法
第
4条
第
4項
第
 
 
 
 
 
号
 

 
 

男
女
  
 
 
 

有
 
 
無
 

 
 

男
女
 
 
 
 
 
有
 
 
無
 
定
期
出
頭
日
 

曜
日
 

曜
日
 

曜
日
 

曜
日
 

(1
)



   就
職
指
導
・
職
業
紹
介
等
に
お
い

て
留
意
す
べ
き
事
項
 

諸
検

査
・

調
査

の
状

況
 

番
号
 

分
野
 

評
定
 
番
号
 
分
野
 
評
定
 

番
号
 

分
野
 

評
定
 

1 
自
由
専
門
  
 

4―
3 
木
材
 
 
 

5―
2 

建
設
機
械
 
 
 

2―
1 

書
記
 
 
 

4―
4 
化
学
 
 
 

5―
3 

運
輸
 
 
 

2―
2 

販
売
 
 
 

4―
5 
土
石
 
 
 

6 
各
種
 
 
 

3―
1 

奉
仕
 
 
 

4―
6 
金
属
 
 
 

7―
1 

重
 

 
 

3―
2 

警
備
 
 
 

4―
7 
電
気
 
 
 

7―
2 

軽
 

 
 

4―
1 

食
品
 
 
 

4―
8 
印
刷
 
 
 

 
 

 
 

 
 

就 職 相 談 調 査 

(身
体
、
能
力
、
職
業

意
識
、
家
族
、
緊
要

度
な
ど
の
留
意
点
) 

経 験 職 業 調 査 

4―
2 

繊
維
 
 
 

5―
1 
建
築

手
職
 
 
 

 
 

 
 

 
 

8―
1 
漁
撈
長
 

 
 

8―
2 
漁
撈
長
・
船
長
 

 
 

 
1身

長
 
 
cm
 

 
2体

重
 
 
kg
 

 
3胸

囲
 
 
cm
 

8―
3 
船
長
・
航
海
士
 

 
 

8―
4 
機
関
長
・
機
関
士
 

 
 

 
4視
力
 右
 
( 
) 

左
 
( 
) 

8―
5 
通
信
長
・
通
信
士
 

 
 

8―
6 
事
務
長
・
事
務
員
 

 
 

指
導

計
画
 

8―
7 
甲
板
長
・
甲
板
員
 

 
 

職
業
訓
練
指
示
状
況
 

8―
8 
操
機
長
・
機
関
員
 

 
 

8―
9 
司
厨
長
・
司
厨
員
 

 
 

指
示
の

年
月
日
 
 
 

 
 

 
 

8―
10
 
船
医
 

 
 

訓
練
の

期
間
 

 
 

 
 

 
 

身 体 ・ 体 力 測 定 

 
5色

神
 
 
 
 

 
6聴

力
 
 
 
 

 
7肺
活
量
 
 
 
 

 
8握

力
 
 
 
 

 
9背
筋
力
 
 
 
 

 
10
脈
拍
数
 
 
 
 

 
11
 
 
 
 
 
 
 

訓
練
科
 
 
 

 
 

 
 

施
設
の

名
称
 
 
 

 
 

 
 

他  

そ の 

 
 

 
 

 
 



   
〔
就
職
指
導
記
録
〕
 

月
日
 
 
 

月
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



   月
日
 
 
 

月
日
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

臨手様式第6号 

日本工業規格B列5番   

漁業離職者求職手帳不発給通知書 

第         号   

昭和  年  月  日   

          殿 

運 輸 局 長 印   

 あなたから申請のあつた漁業離職者求職手帳は、下記の理由により発給しないこととし

たので通知します。 

 なお、この処分に不服があるときは、この処分のあつたことを知つた日の翌日から起算

して60日以内に、運輸大臣に対して審査請求をすることができます。 

記 

根 拠 理 由 

国際協定の締結等に伴う漁業離職
者に関する臨時措置法 
 
 
第4条第1項第      号 

  

 



 

 

臨手様式第7号 

日本工業規格B列5番   

漁業離職者求職手帳失効通知書 

第         号   

昭和  年  月  日   

          殿 

運輸局長        印   

 昭和  年  月  日あなたに発給した漁業離職者求職手帳は、下記の理由により昭

和  年  月  日から失効しましたので通知します。 

 なお、上記手帳は、昭和  年  月  日までに当運輸局へ返納願います。 

 おつて、この処分に不服があるときは、この処分があつたことを知つた日の翌日から起

算して60日以内に、運輸大臣に対して審査請求をすることができます。 

根 拠 理 由 

国際協定の締結等に伴う漁業離職
者に関する臨時措置法 
 
 
第4条第4項第    号 

  

 



 

 

臨手様式第8号 

日本工業規格B列5番  

漁業離職者求職手帳再交付申請書 

 

 漁業離職者求職手帳を 
滅失 
き損 

したので、下記のとおり再交付の申請をします。 

 

   昭和  年  月  日 

氏 名         印   

申請者                 

住 所             

 

  運輸局長    殿 

 

 

記 

発給を受けた 
 地方運輸局名 

運輸局  
滅失し、又はき損し
た手帳に関する事項 

発給を受けた 
年  月  日 

年   月   日  

滅失し、又はき損し
た理由 

  

 



 

 

臨手様式第9号 

(日本工業規格B列5番)   

 

漁業離職者再離職証明書 

 

 下記の者が、当事業所を離職したことを証明します。 

 

   昭和  年  月  日 

 

 

事業主氏名         印   

 

 

  運輸局長    殿 

 

 

記 

氏 名 

  

生年月日 
明 
大 
昭 

 
年 月 日 
( 歳) 

性別 男・女 

住 所 

  

就職年月日 年  月  日 離職年月日 年   月  日 

離

職

理

由 

  

 


